
平成 26 年 8 月 

西東京都市計画道路 3・4・24 号田無駅南口線の都市計画の変更 

 

西東京都市計画道路 3・4・24 号田無駅南口線における交通広場等の区域などが変更となりました 

 

西東京都市計画道路 3・4・24 号田無駅南口線（以下「田無駅南口線」といいます。）の田無駅周辺は、「西東京市都市計画マスタープラン」

において、交通結節点としての立地条件を活かして、商業・業務施設などの集積する「商業中心拠点」として位置づけられております。 

 また、「西東京市交通計画」においても、市内 5 駅 10 箇所の駅前広場のうち田無駅南口等が未整備となっており、駅周辺でのまちづくりに

考慮しつつ、拠点機能の形成、円滑な乗継ぎや乗換えを確保するための交通結節機能及び防災機能等の向上を図るため、早期整備を推進する

こととなっております。 

 現在、田無駅南口線の交通広場は、「多摩地域における都市計画道路の整備方針」において、「第三次事業化計画」優先整備路線として位置

づけられ、10 年間（平成 18～27 年）で優先的に整備すべき路線と定められている状況です。 

 そのような状況の中、当初の田無駅南口線における交通広場の区域は、前面道路である市道 220 号線（市役所通り）の交通需要の増加や駅

舎のバリアフリー対応などにより、都市計画決定時から状況の変化が生じており、交通広場の整備計画にあわせて、利便性の確保と安全性の

向上等を目的に田無駅南口線の起点位置、交通広場面積などを現状に即したものとするため、都市計画の変更をいたしました。 

 

決定図書の縦覧場所 

都市計画の変更の図書につきましては、以下の場所で縦覧しております。 

場所：西東京市中町一丁目 5 番 1 号 西東京市役所保谷庁舎 5 階 都市整備部都市計画課 

時間：土曜日・日曜日・祝日を除く、平日午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 



 

西東京都市計画道路の変更（西東京市決定） 

 

 

■都市計画を次のように変更する。 

種別 
名 称 位 置 区 域 構 造 

備 考 
番号 路線名 起点 終点 主な経過地 延長 構造形式 車線の数 幅員 

地表式の区間における 

鉄道等との交差の構造 

幹線

街路 

３・４・24 田無駅南口線 
西東京市 

南町五丁目 

西東京市 

新町三丁目 

西東京市 

南町五丁目 

新町三丁目 

約 1,330ｍ 地表式 ２車線 16ｍ 
幹線街路と平面交差点 

３箇所 
 

その他 なお、西東京市南町四丁目及び五丁目・田無町四丁目地内に田無駅南口交通広場を設ける。 面積約 3，400㎡ 

 

 

 

■都市計画の変更概要 

旧 新 

西東京都市計画道路３・４・24号田無駅南口線 

 起点位置 西東京市南町五丁目 

終点位置 西東京市新町三丁目 

 延  長 約 1,320ｍ 

 車線の数 ２車線 

  交通広場面積約 3,800㎡ 

西東京都市計画道路３・４・24号田無駅南口線 

 起点位置 西東京市南町五丁目 

終点位置 西東京市新町三丁目 

 延  長 約 1,330ｍ 

 車線の数 ２車線 

 交通広場面積約 3,400㎡ 

 

 



００５２：１＝ｓ　尺縮


